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被虐待児に対する臨床上の治療技法に関する研究
（情緒障害児短期治療施設における被虐待児への心理治療）

１　目的
本研究は、情緒障害児短期治療施設（以下情短）で行われている心理治療について、その狙い、実

施する上での工夫や課題等を調査分析し、被虐待児への治療技法の現在の課題と今後の可能性を検討

するものである。

今回の調査では、各情短で現在行われている個人心理治療とグループ治療について、主に質的な調

査・検討をすること及び今後各施設で行なわれる心理ケアの一助となるような基礎資料を提示するこ

とを意図している。

なお、今回の調査では子どもに対する心理治療の実施状況を明らかにすることを第一の目的とした

ため、情短における重要な援助のひとつである家族支援については対象としなかった。

２　背景
情短は情緒障害の治療を目的とした児童福祉施設であるが、近年は被虐待児への心理治療・情緒発

達支援を行う施設としての新たな役割を求められるようになり、被虐待児の入所割合が全施設の平均

で６割を超え、多い施設では8割を超える状況にある。児童虐待相談件数が増加し続ける中、厚生労

働省の指導のもとに、情短の全県配置が進められているところでもある。

被虐待児の情短入所中、退所時における状態の調査分析に基づいた、情短におけるケアの実態、有

効性、課題については、滝川他（2006）において詳細な検討がなされている。この情短入所児の分析

で、虐待は子どもに対してあらゆる情緒障害的な症状を多彩かつ広範にもたらし、このことが被虐待

児に関わることの困難さを生んでいることが確認された。被虐待児の情短入所初期における状態像は、

因子分析で3因子に分類され、第１因子は「衝動・攻撃」、第２因子は「身勝手・過接近」、第３因子

は「抑うつ・孤立」であった。この中で改善度が早いのは第３因子「抑うつ・孤立」であり、この改

善が土台になって他の因子の改善を支えていくと考えられた。第１因子「衝動・攻撃」、第２因子

「身勝手・過接近」の改善は２～３年を要していた。入所時と退所時の有症率を比較すると、「学力」、

「自己評価」、「問題行動」の改善度が低く、かつ高い有症率を残していた。「問題行動」の改善の低さ

は「衝動･攻撃」因子由来と考えられた。個々の子どもを縦断的にみれば徐々にコントロール力を増

して問題行動は減っていくが、施設生活を横断的にみれば他害的・破壊的・逸脱的な出来事が頻繁に

起きている状況が示されており、情短における被虐待児ケアの大きな課題が浮き彫りにされた。また、

多くの症状は入所２年で５～８割以上の消失を示しており、２～３年が治療期間のひとつの目安とみ

なされた。厳密な統計的検討はないが、情短退所時点で各施設が評価した被虐待児の状態は、「改善」

３割、「やや改善」５割で、退所した子どもの半数は家庭に戻っていた。

これに加え、滝川他（2007a）では情短におけるアフターケアと退所後の子どもの状況に関する調
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査が行われており、次のような分析が行われている。①14歳以前に退所したケースの進学・就労等に

困難が大きい傾向があり、中卒（高校進学）まで見届けることが大切な治療課題。②退所後の２年間

のアフターケアが重要な治療課題。③中断事例の中断後のフォローはほとんど手つかずの課題として

残されている。④医療を要することと退所後の予後との関連は大きく、医療との連携、医療ケアを要

するケースの具体的調査が今後の研究課題。⑤自己評価、自尊感情のような内的なものをいかに育む

かが長期的な予後を考えると大切な課題。⑥保護や治療を施設ケアの土台としつつ、実生活を生き抜

くための対処力をどう育んでいくかの工夫も今後の課題。⑦施設のもつ条件や治療体制によって退所

後の児童・家族とのつながりに差が出ることが示唆され、条件や体制要因はアフターケアを考える上

で重要な研究課題。

今回は、これまでの被虐待児に関わる困難さ、治療効果、アフターケアの重要性等の分析を踏まえ、

情短機能の特徴である心理治療に関する各情短の実践の中から、被虐待児への心理的支援の実態、課

題を分析した。

３　調査方法
本研究は全国情緒障害児短期治療施設協議会の協力のもとに、2007年５月から６月にかけて郵送に

より全国の情短に対してアンケート（資料１）を実施し、その中から特徴的なグループ治療を実施し

ている５施設並びにセラピストの生活への関与程度の少ない体制を維持している２施設を選び、2007

年10月から11月にかけて訪問による聞き取り調査を行った。アンケートは2007年６月29日現在の状況

について回答を求めた。なお、追加アンケート項目である勤務形態、生活指導へのセラピストの関与

の状況、情短の中でのグループ治療の位置づけは2007年９月21日現在の状況についての回答を求めた。

アンケートの集計は、グラウンデッドセオリー grounded theory（ガービッチ，2003）の手法に準

じた方法で行った。自由記述の回答を資料２表2～9、表13のように一覧にした後、本研究メンバーが

討議して具体的な表現の項目に分類した。次にこの項目の中で同じグループに分類できるものをまと

め上位概念の項目とし（表12～29）、これらについて分析、解釈を行った。

調査項目については資料１を参照されたい。
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４　調査結果
（1）回収状況

ほとんどの情短にあたる30施設から回答が得られた。

（2）各設問への回答

Ⅰ．個人心理治療

１　セラピストの担当状況

・ほとんどの施設（93%）で入所児全てに担当セラピストが割り当てられている。

２－１　セラピストの生活場面への関与

・ほとんどの施設（97%）でセラピストが生活場面に関与している。

・一部参加の施設は27%で、多くの施設（70%）が全面的に参加している。

・「一部参加」の場合の例

・行事、外出引率、生活場面で手が足りないときの応援、パニック時の個別対応等。

・昼食指導、学習指導、面接以外での個別対応、遊び相手。

・行事（原則的には参加しておらず、宿直勤務もしない）。

・食事を一緒にとっている。

・昼食、グループ活動、各種行事など。

・月１回の遅出勤務に参加して生活場面を見せてもらったりしている。

・特定のセラピストのみ生活ホーム職員として入っている。

・宿直勤務時。

・クラブ活動、問題行動への危機介入、行事。

・非常勤嘱託の心理職：通所児童のみを担当。

・月に２回夜勤業務、行事など。
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表１　セラピストの担当状況

表２　セラピストの生活場面への関与



２－２　追加：生活指導へのセラピストの関与

・生活指導へのセラピストの関与について、総合的には22施設（76％）が「児童指導員と同等」

「児童指導員とほぼ同等」の関与をしている。

３　セラピストによる個人心理治療の実施状況

・全ての施設で個人心理治療を実施している。

４　実施人数

（Ｎ＝30、平均31.8人、ＳＤ12.0）

・全入所児に個人心理治療を実施している施設が多い（73%)。

・実施率が70%を下回る施設が４か所あった。
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表３　生活指導へのセラピストの関与

表４　セラピストによる個人心理治療の実施状況

表５　個人心理治療の実施人数



５　個人心理治療の実施形態

・ほとんどの施設（93%）が全員に実施している。しかし、そのうち79%が固定した曜日や時間枠

ではなく、その都度実施時間が変わっていた。

６　個人心理治療の構造（開始時期）

・面接開始時期は、入所後2週間～1か月の観察後からという施設が最も多く47％。次いですぐに始

める施設が33％であった。

７　場所

・遊戯室がもっとも多く設置されていて、次いで面接室が多い。箱庭を設置している施設が40%あ

る。屋外や体育館も活用されている。

－5－

表６　個人心理治療の実施形態

表７　個人心理治療の構造（開始時期）

表８　個人心理治療の実施場所



８　頻度

・面接を週に１回以上実施する施設は70％を占め、うち１施設は週に2回実施していた。２週に１

回以上の施設は93％を占め、ほとんどの施設が月に２回以上面接をしていた。

９　時間

最大60分。多くの施設が50分で実施している（資料２表２）。

10 時間帯

・授業時間と放課後に面接を実施している施設が50%を占める。

・地域の学校に通う子どもが放課後に実施となる。

・放課後のみ実施している施設が30%、原則授業時間に実施しているのは20%であった。

・週末も使って面接時間を確保している施設が５施設（17%）あった。
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表９　個人心理治療の頻度

表10 個人心理治療の実施時間帯



11 技法名

・個人面接で最も使われるのは、プレイセラピー（97%）、次いでカウンセリング（73%）、箱庭

（70%）の順である。

・描画（40%）や作業療法（33%）もよく使われているが、認知行動療法（40%）も同程度に使わ

れていて、SST（20%）を実施している施設も少なくない。

・工夫した取り組みとして、交換日記、自分史、トークンエコノミー、EMDR、TFTなどが挙げ

られた。

12 特別に工夫された個人心理治療

代表例（詳細は資料２表４）

・身体を動かしたり、気分転換を図るもの：散歩、ランニング

・個別性に焦点を当てたもの：交換日記、おはなしノート、誕生会、…ちゃんタイム、自分史作り

・調理等：調理面談（お菓子作り）、お茶のみ面談

・構造化された介入法：行動療法、行動修正のための階層表、行動療法的技法（行動形成法）、

EMDR、TFT、SST

－7－

表11 個人心理治療の技法名



13 外来治療と比べて、入所施設ゆえの利点

・入所施設で個人心理治療を行う利点については、総合環境療法に関する回答が最も多かった。主

なものは、「アセスメントがしやすい」、「チーム治療ができる」、「生活に介入できる」などであ

る。他に、治療を継続しやすいことを指摘する回答も多かった。
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表12 外来治療と比べて、入所施設ゆえの利点

図１　外来治療と比べて、入所施設ゆえの利点



14 入所施設ゆえの困難点

・個人心理治療を実施するにあたり入所施設ゆえの困難点として、生活場面がセラピーに負の影響

を及ぼすことを指摘する回答が最も多かった。次いでセラピストが指導的役割をとることや逆転

移が生じやすいことなど、生活と治療の両方を掛け持ちすることの難しさを指摘する回答が多か

った。
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表13 入所施設ゆえの困難点

図２　入所施設ゆえの困難点



15 入所施設ゆえの困難点を解決するための工夫

・個人心理治療実施上の困難点を克服する工夫としては、役割分担などの職員間連携に関する回答

が最も多く、次いで子どもと枠組を確認することやセラピストの資質の向上を図ることなどの回

答が多かった。
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表14 入所施設ゆえの困難点を解決するための工夫

図３　入所施設ゆえの困難点を解決するための工夫



16 生活場面との関連性

・個人心理治療と生活場面の関連については、両者を相補的なものとして捉える回答が大多数を占

めた。特に職員間の連携により、両方の場面で治療促進的な関わりができるとする回答が多かっ

た。
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表15 生活場面との関連性

図４　生活場面との関連性



17 情短の中での個人心理治療の位置づけ

・個人心理治療は、大人との一対一の時間を共有する場とする回答と生活指導や教育を補完する場

とする回答が最も多く、同数であった。次いで課題に取り組む場とする回答が多かった。安心･

愛着の涵養を重視しながらも、同時に現実的な課題の克服を指向している姿勢が見て取れる。
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表16 情短の中での個人心理治療の位置づけ

図５　情短の中での個人心理治療の位置づけ



18 引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児を対象としたときの困難点

・被虐待児を対象とした時の困難点は、攻撃性や関係の不安定さを指摘する回答が最も多く、二者

関係の構築など、初期発達の問題を抱えている様子が浮き彫りになっている。
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保護者に関連する事項 職員の困難要因 治療関係（治療室での二者関係） 子どもの要因 

表17－１　引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児を対象としたときの困難点

図６－１　引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児を対象としたときの困難点



・安全や信頼感の問題について：安全や信頼感の問題を指摘した回答の内訳を見ると、愛着障害や

情動調律、被保護感の問題が指摘されている。基本的信頼感に代表される初期の課題が未達成で

あることが窺われる。
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表17－2 安全や信頼感の問題を指摘した回答の内訳

図６－２　安全や信頼感の問題を指摘した回答の内訳



19 引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児への対応上の困難点を解決するための工夫

・被虐待児への対応の工夫点は、職員同士の支え合いを挙げる回答が最も多く、次いで子どもの状

態に合わせた対応であった。限界設定に言及した回答も比較的多かった。
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表18 引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児への対応上の困難点を解決するための工夫

図７　引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児への対応上の困難点を解決するための工夫



20 個人心理治療を実施しない場合の理由、意図（意味）

・個人心理治療を実施しない理由は、「子どもの健康度が高い」と「子どもの拒否で実施不能」が

同数で、最も多かった。一方、子どものエネルギーが乏しいから実施しない、生活場面で問題が

多発しているから実施しないという回答もあり、健康度が高いから実施しないという回答とは対

極的であった。
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表19 個人心理治療を実施しない場合の理由、意図（意味）

図８　個人心理治療を実施しない場合の理由、意図（意味）



Ⅱ．グループ治療

21 グループ治療の実施

・半数の施設で一部の児童を対象にグループ治療を実施しているが、実施していない施設が33%あ

った。全児童に実施しているのは５施設（17%）だった。

22 プログラム名

－17－

表20 グループ治療の実施状況

表21 プログラム名

（複数回答）



23 外来治療と比べて入所施設ゆえの利点（グループ治療）

・入所児にグループ治療を行う利点として最も多かった回答は、実際的なプログラムを実施できる

ことだった。次いでアセスメントや効果測定をしやすいという回答が多かった。

24 入所施設ゆえに困難を感じる点（グループ治療）

・入所児にグループ治療を行う上での困難点は、生活場面との相互影響を指摘する回答が極めて多

かった。実際的なプログラムが実施できるという利点と表裏をなす結果となった。
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表22 外来治療と比べて入所施設ゆえの利点（グループ治療）

表23 入所施設ゆえに困難を感じる点（グループ治療）
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際
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、
効
果
的
な 

プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営 

図９　外来治療と比べて入所施設ゆえの利点（グループ治療）
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困
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時
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所
の
制
限 

生
活
と
の
相
互
影
響 

図10 入所施設ゆえに困難を感じる点（グループ治療）



25 入所施設ゆえの困難点を解決するための工夫（グループ治療）

・困難点を克服する工夫としては、枠組など構造の明確な提示が最も多く、次いでメンバーやプロ

グラムの検討と個別対応で補うという回答が多かった。
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表24 入所施設ゆえの困難点を解決するための工夫（グループ治療）

図11 入所施設ゆえの困難点を解決するための工夫（グループ治療）



26 グループ治療と生活場面との関連性

・グループ治療と生活場面の関連については、生活場面と関連づけた具体的なプログラムを実施し

ているという回答が最も多かった。
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表25 グループ治療と生活場面との関連性

図12 グループ治療と生活場面との関連性



27 被虐待児を対象としたときの困難点（グループ治療）

・被虐待児にグループ治療を実施する上での困難点としては、子どもの衝動性や攻撃性を挙げる回

答が最も多く、ほぼ同数で、嫉妬などのトラブル、グループが成り立ちにくいという回答が多か

った。
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表26 被虐待児を対象としたときの困難点（グループ治療）

図13 被虐待児を対象としたときの困難点（グループ治療）



28 被虐待児にグループ治療を実施する上での工夫点

・被虐待児にグループ治療を実施する上での工夫点としては、メンバーやプログラムに配慮すると

いう回答が最も多く、次いで枠組の提示と個別対応で補うという回答が同数であった。
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表27 被虐待児にグループ治療を実施する上での工夫点

図14 被虐待児にグループ治療を実施する上での工夫点



29 グループ治療を実施しない場合の理由や意図（意味）

・グループ治療を実施しない理由として最も多かったのは、スタッフや時間の不足であった。次い

で安全な運営が困難という回答が多かった。
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表28 グループ治療を実施しない場合の理由や意図（意味）

図15 グループ治療を実施しない場合の理由や意図（意味）



30 追加：情短の中でのグループ治療の位置づけ

・グループ治療は、対人スキルの習得の場と位置づける回答が最も多い半面、グループの成立が困

難とする回答が二番目に多かった。
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表29 情短の中でのグループ治療の位置づけ

図16 情短の中でのグループ治療の位置づけ



５　調査結果の要約
（1）入所児への個人心理治療の実施状況、生活との関連

全入所児に個人心理治療を実施している施設（表５）は22施設（73％）で、8施設（27%）が一部

の入所児には実施していなかった。全入所児に対する実施率が70%を下回る施設が４施設（13%）あ

り、最も実施率の低い施設は25.8%だった。個人心理治療を実施しない理由（図８）は、「子どもの拒

否」、「子どもの健康度が高い」が最も多く、「治療的対話が不適」（エネルギーが乏しい、侵入不安、

問題行動が多い）といった理由もあった。多くの施設で子どもが大人と一対一になれる場を確保でき

ているが、子どもの不安・抑うつ傾向や行動化傾向のために、一部の施設では一対一の場の確保が難

しい状況にあることが分かった。

28施設（93%）で入所児全員に担当セラピストがつけられており（表１）、ほとんどの施設で２週

間に1回以上は面接を行っている（表９）。原則週に1回以上実施という施設が21施設（70%）ある。

原則授業時間内に面接を実施している施設は6施設（20%）と少なく、授業時間及び放課後に実施し

ている施設が最も多かった（15施設 50%）。週末も面接に利用している施設が５施設（17%）あり、

面接時間の確保に苦労している様子が窺われた（表10）。

個人心理治療で実施している技法（表11,資料２表３,４）は、多い順にプレイセラピー（29施設

97%）、カウンセリング（22施設 73%）、箱庭療法（21施設 70%）だった。描画（12施設 40%）と作業

療法（10施設 33%）を実施する施設も比較的多かったが、認知行動療法がそれらと同程度（12施設

40%）実施されていることが分かった。個人心理治療の場が、認知や行動に働きかける場としても活

用されているものと考えられる。

このような個人心理治療の生活との関連性（図４）については、「相補的」という回答が最も多く、

生活・心理で相補的な対応ができる（15施設 50%）、多面的に見られる（８施設 27%）、情報・見立

てを共有できる（8施設 27%）などであった。

（2）個人心理治療における外来治療と入所治療の比較

外来治療と入所治療を比較したとき、入所治療の利点（図１）として、「総合環境療法」（生活を共

有する）に関連する回答が最も多く、アセスメントがしやすい（14施設 47%）、チームで治療できる

（11施設 37%）、生活状況を把握できる（９施設 30%）、生活場面に直接介入できる（８施設 27%）な

どであった。他に、「治療の維持」（治療の導入･維持がしやすい）という回答も多かった（10施設

33%）。生活を共有することによって観察情報が増えるため、子どもの理解と治療の方向性がより的

確になる。さらに、治療室にとどまることなく、子どもの状況に応じて面接場面を設定できるなど、

治療の幅が広がると考えられる。

その半面、入所治療ゆえに困難を感じる点（図２）についても生活を共有することから生じている

ものが多く、生活場面での出来事が面接を難しくすることがある、と回答した施設が過半数であった

（18施設 60%）。生活場面での指導的対応に困難を感じている（12施設 40% ）、子どもへのマイナス感

情等負の影響が面接場面に出てしまう（10施設 33%）などの、生活場面を共有するがゆえにセラピス
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ト自身に生じる困難に言及した回答も多く見られた。

このような困難を解決するための工夫（図３）としては、「職員間連携」（職員間で役割を話し合う

16施設 53%）に関する回答が最も多く、次いで「治療契約」（ルール等の構造を説明する　10施設

33%）、「セラピストの技能向上」（セラピストの心構え等職員の自覚を高める　９施設 30%）という

回答が多かった。これらの回答は、チームの枠組、集団の枠組、セラピスト自身の枠組意識の重要性

を指摘するものであり、施設内の様々な枠組の維持が困難を克服する鍵になっていることを示唆して

いる。

情短の中での個人心理治療の位置づけ（図５）については、「個別的関わり」（大人と一対一の時間

を共有する場　11施設 37%）、「総合環境療法」（生活指導や教育を補完する場　11施設 37%）とする

回答が最も多く、次いで「内的・外的課題への取組」（課題に取り組む場　9施設 30%）とする回答が

多かった。

（3）引きこもり児童と被虐待児の比較

引きこもり児童と比較して被虐待児の心理治療における困難点（図６-１）は、「子どもの要因」

（衝動性のコントロールの問題　14施設 47%、治療構造を守れない　13施設 43%、安全や信頼感の問

題　12施設 40%）、次いで「治療関係（治療室での二者関係）」（信頼関係が築きにくい　14施設 47%）

という回答が多かった。大人に守られている感覚に乏しく、恐怖や不安に突き動かされて様々な行動

化を見せる被虐待児の特徴がよく現れた結果となった。

このような子どもと向き合う時の工夫（図７）としては、「組織・連携」としてスーパーバイズ等

で自分の陰性感情に気づく機会を持つという回答が最も多く（19施設 63%）、次いで「個人心理治療」

として子どもの状態に配慮した対応をするという回答が多かった（12施設 40%）。

（4）グループ治療の実施状況

20施設（67%）がグループ治療を実施している。ただ、入所児全てが対象となっているのは５施設

（17%）であった（表20）。グループの規模は５人前後の小集団が最も多く、グループを実施している

20施設のうち９施設であった（資料２ 表７）。

活動内容（資料２ 表８）を見ると、話し合いやゲームを媒介とした従来のグループ療法が約半数

（11施設55%）だが、SSTに取り組んでいる施設が５施設、セカンドステップが２施設など、心理教育

的な取組が導入されている施設があった。

その他、スポーツ、トレーニング、音楽、ゲーム、レクリエーション、調理、工作の活動について

は活動療法（activity therapy）として集計した（延べ13施設 65%で実施 表22）。

（5）グループ治療における外来治療と入所治療の比較

外来治療と比較したときの入所治療の利点（図９）として、「実際的・効果的なプログラム運営」

という回答が最も多く（13施設 65%）、次いで「的確なアセスメント・効果測定」という回答が多か
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った（８施設 40%）。個人心理治療と同様に、生活を共有していることによる利点が指摘されている。

しかし、個人心理治療同様に、困難点（図10）も生活を共有していることによるものであり、「生活

場面との相互影響」によってグループ運営が困難になると回答した施設が圧倒的に多かった（14施設

70%）。

困難を解決するための工夫（図11）としては、「運営方法」（枠組や実施手順の明確な提示　６施設

30%、メンバー構成やプログラム内容の検討　５施設 25%）という回答が多かった。また、「逸脱対

応」（グループ内外で個別対応）という回答も比較的多かった（4施設 20%）。

（6）被虐待児へのグループ治療

被虐待児にグループ治療を実施する上での困難点（図13）は、子どもが示す衝動性・攻撃性・暴

力・支配とする回答が最も多く（６施設 30%）、「グループ自体の誘因」（嫉妬や劣等感　５施設 25%）、

「グループ形成が困難」（グループにのれない　４施設 20%）がそれに続いている。

このような集団を運営するための工夫（図14）としては、外来治療と入所治療の比較のときと同様

に「運営方法」（メンバーやプログラムを検討 ８施設 40%、枠組を明示 6施設 30%）、「逸脱対応」

（グループを逸脱した子どもへ個別に対応 ６施設 30%）という回答が多かった。

（7）グループ治療を実施することについて

グループ治療を実施しないもしくは一部の入所児を除外する理由（図15）については記載のない施

設が多かったが、記載のある中で主なものは「資源の不足」（スタッフ数、治療時間の不足、グルー

プ治療に習熟していない　７施設 35%）、「子どもの要因」（安心・安全が確保できない、プログラム

に適さない（年齢、被虐待・発達障害、内容）等　12施設 60%）であった。

情短の中でのグループ治療の位置づけ（図16）は、「成長促進的」な場（対人関係のスキルの習得）

とする回答が圧倒的に多い（16施設 53%）半面、「実施に困難を感じる」という回答も多かった（９

施設 30%）。
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６　訪問調査
アンケート調査の結果から、特徴的なグループ活動を実施している５施設並びにセラピストの生活

場面への関与が少ない体制を維持している２施設を訪問し、詳細な状況について聞き取り調査を行っ

た。

調査の結果は表30,31のとおりである。

特徴的なグループ活動を実施している多くの施設が、エンカウンター的手法や自由遊びなど従来の

手法では、児童間で攻撃や意地悪が頻発してグループ活動が成立しにくくなったという実態を述べて

いた。その背景として、入所児の社会性が以前よりも低下し、並行遊びの段階にあるため、協同作業

に取り組むことが困難になったと指摘している。そのため、グループのサイズを小さくして、場の共

有という並行遊び以前の段階からやり直して、社会性の成長の促進を図っていた。また、子どもの衝

動統制や行動化の問題に対応するため、トレーニングや心理教育など一定の構造をもった内容で、行

動変容を指向したグループ活動を実施しているということも共通する事柄であった。今回聞き取り調

査を行った施設においてグループ活動とは、大人との安心できる二者関係（監督的な保護を含む）を

足がかりにして、子ども同士で初歩的な対人関係（三者関係）を学び直す場と位置づけられていると

いえる。

セラピストが生活場面にあまり関与しない体制を維持している施設においては、セラピストは治療

方針に責任を持つという立場が明確であることが特徴的であった。ここでいう“治療方針”とは、個

人心理治療（面接場面）の方針ではなく、施設内の生活全般を含み、家族との関係を含み、関係機関

との関係も含んでいる。そのため、セラピストは施設内外の職員と連携を保ち、担当ケースに関する

情報を包括的に集約することが求められている。以前には、セラピストと指導員の連携のあり方や、

職員間の分裂（スプリッティング）が全情短協議会で話題になった時期もあったが、今回訪問した２

施設において、そのような問題はまったく感じられなかった。情短における生活場面の重要性がクロ

ーズアップされるにつれ、セラピストの存在意義が厳しく問われるようになり、人員配置の不足を補

う役割を担わざるを得ない状況の施設もあるのだろうが、複雑で困難なケースと関わるのだからこそ、

方針や戦略に責任を持つポストを明確にするという考え方は、情短におけるセラピストの役割を検討

していく上で示唆に富む調査結果であった。
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表30 訪問調査（グループ治療）
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表31 訪問調査（セラピストの生活場面への関与が少ない体制でのチーム連携の具体的工夫）



７　考察
（1）個人心理治療について

ア　個人心理治療の実施状況

28施設（93%）が２週間に１回以上の面接を行っており、多くの施設で子どもが大人と一対一にな

れる場を確保していた（表９）。しかし、全入所児に対する実施率が70%を下回る施設が４施設（13%）

あり、最も実施率の低い施設は25.8%だった（表５）。また、担当セラピストがついていない子どもが

いる施設が２施設（７％）あった（表１）。個人心理治療を実施しない理由（図８）は、「子どもの拒

否」、「子どもの健康度が高い」が最も多く、「治療的対話が不適」（身辺自立優先、エネルギーが乏し

い、侵入不安強い、生活場面で問題多発、加害・被害の再演、発達障害あり）という理由もあった。

原則的に、心理治療が必要という判断があって情短に措置されるのだから、個人心理治療を実施し

ないということは、相応の事情や理由があってのことだと推察される。ただ、「エネルギーが乏しい」、

「問題行動が多い」という子どもは、より治療的なかかわりが求められる子どもでもあり、全入所児

に個人心理治療を実施するためには、以下のことが考えられる。

①子どもの深刻な問題に対応できるだけの施設職員配置の整備。

②個人心理治療を的確に実施できるための心理治療者の知識や技術の向上。

③個々の子どものニーズに応じて、従来の心理治療を超えた治療的な修正や工夫がなされること。

④そのために心理治療者が、基本を押さえつつ、幅広い視野や柔軟な姿勢を磨くなどの総合的な資

質の向上を図ること。

イ　心理治療技法の変化

一般的に、子どもへの心理治療といえば、「プレイセラピー」と「カウンセリング」が代表的なも

のと考えられているが、今回の調査（表11）では「プレイセラピー」は29施設（97％）で実施されて

いたものの、８施設（28％）は「カウンセリング」を挙げなかった（本調査で「カウンセリング」に

含めたのは、「面接」「相談」「クライエント中心療法」「カウンセリング」等、対話を主とした技法で

ある）。

これら８施設での取組を見ると、大きく２つの方法に分けられた。ひとつは調理、散歩などの「活

動」を媒介とした取組であり、もう一つは「SST」「認知行動療法」などの心理教育的な構造を持っ

た取組である。これらの取組は、従来の純粋に言語的なやり取りだけでは個別心理治療時間が成立し

にくくなっている状況があることを表していると考えられる。このような状況に対応するために、活

動を媒介とした取組や心理教育的な構造を持った取組（認知行動療法 12施設 40％、SST ６施設 20％

等）が導入されつつあるようである。

ウ　入所施設での心理治療の特徴　―治療室から治療施設へ―

個人心理治療の生活場面との関連性（図４）については、「相補性」に関する回答（生活･心理で相

補的な対応が可能、多面的理解、情報・見立ての共有）が多かった。
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外来治療と入所治療を比較すると、入所治療の利点（図１）として、「総合環境療法」（生活を共有

できる）に関連する回答（アセスメントのしやすさ、チーム治療、生活状況の把握、生活場面への治

療的介入）が多く、次いで「心理治療の維持」（心理治療の導入・継続がしやすい）が挙げられた。

半面、「総合環境療法」（生活場面での出来事や生活場面にセラピストが入ること等）が、子どもやセ

ラピストとって心理治療をし難くするといった、生活を共有するがゆえの困難点も挙げられた（図２）。

困難点を解決するための工夫（図３）として、「職員連携」、「治療契約」、「セラピストの技能向上」

等、チームの枠組・集団の枠組・セラピスト自身の枠組意識の重要性、スーパーヴィジョンの必要性

を指摘するものが多かった。

情短における個人心理治療は、「個別的関わり」（愛着の形成）を図りながら、「総合環境療法」の

特徴を生かし（生活や教育との補完関係）て、子どもの「内的・外的課題への取組」（現実的な課題

の克服）を促進する場と位置づけられていた（図５）。

これらのことから、情短の特徴として以下のことが考えられる。

①入所治療の意義

多くの被虐待児は人生早期からその日常生活が不適切なものであったため、入所後は、過去の再演、

心的発達のアンバランスに起因する不適切な行動など、様々な問題行動を呈する。そのため、回復と

成長に向けた子どものニーズは幅広く、教育的ニーズ、生活の保障、特別な治療的ニーズなど多岐に

及ぶ。特に不適切な行動を修正し、適切な発達を保証するためには、日常生活の中で改めて適切な養

育を受ける体験を積むことが重要で、生活全体が治療的な意味を持つ「総合環境療法」（図17）の意

義はそこにあるといえよう。このような、適切な養育の提供を含め、子どもの幅広いニーズに応える

ためには、セラピスト、児童指導員、教員、医師等の多職種によるアプローチが必要となる。しかし

単に分業化された役割が並列的に存在するのではなく、互いのアプローチを理解し、各スタッフが相
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補的に連携することで、情短での援助の幅は大きく広がることになる。また、スタッフが様々な場面

での情報を共有できることは、子どもを総合的にとらえることを可能にし、アセスメントがより的確

になるといえよう。その結果、子どものニーズに応じた治療的援助の具現化の可能性とその的確性は

格段に高まることになる。

外来心理治療では地域で起こる様々な問題が面接室の中に持ち込まれ、その中で取り扱われる（図

18）。それに対して情短では、生活、学校を含むあらゆる場面で子どもの問題行動（暴力や性化行動

など）が起きるため、スタッフは直にそれを観察でき、面接室に限らず施設という大きな治療環境の

中でそれらを扱うことが可能になる（図19）。

－33－

図18 外来モデル

図19 入所モデル



②安心・安全の保障

調査結果で枠組の重要性が指摘されていた（図３）。枠組とは、日々の日課や約束事、緊急時の対

応法等の治療的枠組のことを指す。これは日常生活の随所で起こる、再演行動、逸脱行動、衝動的で

破壊的な行動などに対処するあり方も含んだものであり、こうした枠組が脆弱である場合、施設内が

混乱し、やがては崩壊状態に至る危険性も生じてしまう（滝川，2006）。こうした枠組の存在は、安

心・安全を確保するための装置として働き、子どもの激しい問題行動によって施設全体が揺さぶられ

ることから大人・子どもの双方を守ることにつながる。さらに施設生活が安心・安全に守られること

は、子どもの内的な安全感や安心感の回復という治療的意義につながる重要な要素でもあると考える。

③統合的心理治療

情短で心理治療をより効果的に実施できるかは、入所施設であることを生かして、各専門スタッフ

が連携していかに力量の総和以上の効果を出せるかにかかっている。アンケートからは、入所施設で

心理治療を行うメリットとデメリットが表裏であることが浮かび上がったが、ここにヒントがあると

考えられる。つまり、セラピストが生活場面に入る程度は施設により違いがあるものの、セラピスト

は治療室という枠から生活の場へ柔軟に出入りし、その過程がスタッフ間の、更には外部システム

（家庭、措置機関、学校、病院、地域等）との間の協働作業をも促進する、という触媒としての働き

を意識する必要がある。訪問調査を行った施設の中に、セラピストは方針や戦略に責任を持つ役割で

あることを明確に打ち出し、かつ円滑な組織運営が行われている施設があった。このような取り組み

は被虐待児の入所比率が増え、困難ケースを多く受け入れるようになった情短におけるひとつの選択

といえるだろう。

また、セラピストは生活の中で子どもと接することによって、治療室内よりも現実原則に則った対

応を行う必要が出てくる。このことは、子どもに対して治療室から生活の場に繋がるセラピストの一

貫した人となりを提示することを意味している。

エ　被虐待児への心理治療

今回の調査では、引きこもりの子どもと比べ、より大人に守られている感覚に乏しく、恐怖や不安

に突き動かされて様々な行動化を見せるという、自己調節機能の不安定な被虐待児の特徴がよく現れ

た。このような子どもと向き合う時の工夫（図７）として、「組織・連携」（スーパーバイズ等で自分

の陰性感情に気づく機会を持つ）、「個人心理治療」（子どもの状態に配慮した対応をする）という回

答が多く、セラピスト側に高度な純粋性と子どもへの深い尊重の態度が求められることが示されてい

る。これらは、心理治療における基本的な態度として言われていることであるが、被虐待児に対応す

る時には、このような治療者としての態度が揺らぎやすいことの反映でもあろう。

このような被虐待児の治療における困難点としてあげられた項目（図６-１）に必要な対応は、「信

頼関係が築きにくい」、「愛着障害」に対する『安全・信頼感獲得へのアプローチ』と、「衝動性のコ

ントロールの問題」や「ルールを守れない」ことに対する『行動修正的アプローチ（認知・行動への

働きかけ）』である。従来言われてきた『成長促進的アプローチ』を含めたこの３つのアプローチが、
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上記の基本的態度に加え、被虐待児の入所比率が大きくなっている現在の情短で必要とされる心理治

療の方向性と考える（図20）。図21は、安心・安全感覚や自己調節機能の十分育っていない被虐待児

の発達課題を踏まえた介入のポイントを図示した。
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図20 被虐待児への３つの治療的アプローチ

図21 被虐待児の発達課題を踏まえた介入のポイント



（2）グループ治療について

ア　グループ治療の実施状況及びプログラム

グループ治療の取組で多かった活動はグループ療法群であり、これらはある程度の三者関係が成立

していることが前提となる。また、SSTやセカンドステップなどの心理教育的な取組は、主に認知・

行動面へ働きかけることで三者関係の基礎となるような対人スキルを向上させる取組である。一方、

最も取組が多かった活動療法（activity therapy）は、スポーツ、音楽、調理等に代表されるように、

並行参加から相互交流まで幅広く適用できるプログラムである。子どもによって、自己肯定感や達成

感を持つことを目標としたり、対人スキルの向上や集団への帰属意識を味わうことを目標としたりす

ることができる。

集団（三者関係）に入るためには、それ以前の発達課題がある程度達成されていることを求められ

るが、被虐待児の入所比率が増え、安心・安全感（二者関係）のレベルで未達成の課題を有する子ど

もが増えている。グループ治療を実施しない場合の理由や意図の筆頭も、これらに関する「資源の不

足」（スタッフ数、治療時間の不足、グループ治療に習熟していない）、「子どもの要因」（安心・安全

が確保できない、年齢、被虐待・発達障害、内容等でプログラムに適さない）というものであった

（図15）。こうした状況の反映として、従来のグループ治療の実施自体が困難なことがあり、SSTなど

より構造の明確な心理教育的アプローチが導入されてきているのだろう。このように心理教育的なア

プローチには、二者関係から三者関係への橋渡しをしていく効果が期待されているものと考えられる。

イ　入所施設でのグループ治療

被虐待児の入所が増加し、衝動性のコントロールが問題となる子どもが増え、日常生活で、暴力や

破壊的な行動が深刻な問題となってきている。被虐待児にグループ治療を実施する上での困難点（図

14）として、衝動性、攻撃性、暴力、支配など被虐待児にありがちな問題を挙げた回答が多く、続い

て「グループ自体の誘因」（対人トラブル、嫉妬）や「グループ形成が困難」（プログラムに乗れない、

成り立たない）が挙げられていた。個人心理治療の困難点と同様、被虐待児が抱える安心・安全感の

脆弱さ（二者関係の課題）、自律段階（自己調節機能）の課題やトラウマ症状のために、並行遊びレ

ベルの課題を設定した集団ですら成立しにくい実態が反映されているものと思われる。

情短施設でのグループ治療について、生活を共有しているゆえのメリットとデメリットの両面が指

摘されており（図9,10）、それは共に生活場面と治療場面が相互に影響し合うということからくるもの

であった。つまり被虐待児の示す上記のような状況がグループ治療場面にそのまま持ち込まれれば治

療場面は混乱し、崩壊状況になりかねないが、逆に上記の状況をグループの中で的確に扱うことがで

きれば、それはむしろメリットになり得るということであろう。実際、メリットとして、「実際的・

効果的なプログラム運営」、「的確なアセスメント・効果測定」等が挙げられており、かつグループゆ

えの困難点を解決するための工夫（図11）として、「運営方法」（実施方法や手順の明確な呈示、メン

バー構成やプログラムの検討）、「逸脱対応」（個別に対応）などが挙げられている。

グループ治療を実践している施設での創意工夫と効果としての手応えがこうした回答に表れている
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ように思われる。例えば、子どもの示す衝動性の問題に対してセカンドステップを取り入れた施設が

あるように、施設の状況に応じて柔軟にグループ活動を展開できることが、情短の最大のメリットと

思われる。しかし、たとえ既存の治療プログラムを導入するとしても、その時の施設の状況や子ども

のニーズを的確に捉え、枠組も含め、一から作り上げることの重要さをこれらの回答は示していると

いえよう。さらにいえば、充分な検討があれば、その時々の子どものニーズに応じたハンドメイドの

グループ治療が展開できる可能性が明らかになった。訪問調査を行った施設の中で、グループ参加が

困難な子どももあえて対象とし、暴力暴言といった行動化などの危機的状況を想定した上で、必要か

つ可能な活動を模索しながら、プログラムを構築、展開していく取組がなされていたのは、この代表

的な例と思われる。

ウ　グループ治療実施上の課題

施設の中でのグループ治療の位置づけ（図16）は、「成長促進的」（対人関係のスキルの習得）な場

とする回答が圧倒的に多い半面、「実施に困難を感じる」という回答も多かった。グループ治療を実

施しないもしくは一部の入所児を除外する理由（図15）では、「資源不足」（スタッフや時間が不足し

ている）という回答が最も多く、「子どもの要因」（安心・安全が確保できない）という回答も多かっ

た。

自己調節機能の不安定な被虐待児たちに対するグループ治療の試みとして、一部の情短ではSSTな

ど認知行動面へ働きかける心理教育的アプローチが行われているが（表21）、彼らの呈する衝動性な

どグループ治療を実施困難とする根本的な要因があり、そうした行動化を個別対応等により危機管理

しながら実施しなければならないため、グループ治療の有用性を認めつつも職員数や建物の構造等の

限界からグループ治療に乗り出せない施設が少なくないものと考えられる。単純に考えれば個別対応

を十分に行ってから次の段階としてグループに参加する、という図式が理想であろうが、困難な状況

の中で新しい形でのグループ治療を実践している情短の経験から学び、子どもの状態に応じた様々な

グループ治療の実施方法について情報共有していくことは今後の課題といえる。

８　要約
全国30の情短で現在行われている個人心理治療とグループ治療の実施状況について、主に質的な調

査・検討を行った。今回の調査により、滝川他（2006）で指摘された、被虐待児の入所比率が大きく

なることによって他害的・破壊的・逸脱的な子どもの問題行動が頻繁に発生し、「施設崩壊」、「スタ

ッフの燃え尽き」が危惧される情短の現状において、各施設が行っている個人心理治療、グループ治

療に関する取組の実態を明らかにし、課題を提起した。

（1）個人心理治療について

多くの施設で子どもが大人と一対一になれる場を確保していたが、全入所児に対する実施率が70%

を下回る施設や担当セラピストがついていない子どもがいる施設もあった。個人心理治療という心理
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治療的アプローチをとらないひとつの理由として導入の困難さが挙げられていたが、そうした子ども

こそ援助へのニーズを持っているとも考えられ、心理治療が目的である情短としてこのような困難事

例へのアプローチは依然として検討を要する課題である。

情短で実施されている個人心理治療に関して、「カウンセリング（「面接」「相談」「クライエント中

心療法」「カウンセリング」等、対話を主とした技法）」を挙げない施設があった。これらの施設では、

調理、散歩などの「活動」を媒介とした取組と、「SST」「認知行動療法」などの心理教育的取組が行

われていた。これは、従来のような純粋に言語的なやり取りだけでは個人心理治療時間が成立し難く

なっている表れと考えられ、活動を媒介とした取組や心理教育的な構造を持った取組が導入されつつ

あるようである。

個人心理治療の生活場面との関連性については、「相補性」（生活･心理で相補的な対応ができる、

多面的に見られる、情報・見立ての共有）という回答が多く、情短における「総合環境療法」で心理

治療を実施するに当たってメリットだけでなくデメリットも挙げられたが、入所施設の特徴として以

下のことが考えられる。①入所治療の意義：施設内で子どもが起こす問題行動に効果的に対処するた

め、個人心理治療の場面のみならず、セラピスト、児童指導員、教員等、多様なスタッフが施設内で

子どもに統合的・治療的に関わる。②安心・安全の保障：治療的枠組の存在が子どもの安心・安全を

確保するための装置として働き、子どもの逸脱行動により施設全体の治療構造が揺さぶられることか

ら大人・子ども双方を守っている。③統合的心理治療：セラピストは治療室という枠から生活の場へ

柔軟に出入りし、その過程がスタッフ間、外部システム（家庭、措置機関、学校、病院、地域等）と

の間の協働作業を促進し、スタッフの総和以上の力を引き出す触媒の役割を果たすことを意識する必

要がある。従ってセラピストには、子どもに対して治療室から生活の場に繋がる一貫した人となりを

提示することが求められる。

被虐待児への心理治療の方向性として、従来言われてきた『成長促進的アプローチ』に加え、『安

全・信頼感獲得へのアプローチ』、『行動修正的アプローチ（認知・行動への働きかけ）』が必要と考

える。

（2）グループ治療について

集団（三者関係）に入るためには、それ以前の発達課題がある程度達成されていることを求められ

るが、被虐待児にグループ治療を実施する上での困難点は、「子どもの要因」である問題行動（衝動

性・攻撃性・暴力・支配等）とする回答が最も多く、続いて「グループ自体の誘因」（対人トラブル、

嫉妬）や「グループ形成が困難」（プログラムにのれない、成り立たない）が挙げられた。被虐待児

の入所比率が増え、安心・安全感（二者関係）のレベルで未達成の課題を有する子どもが増えており、

こうした状況の反映として、グループ治療には二者関係から三者関係への橋渡しをしていく効果が期

待されており、より構造の明確な心理教育的アプローチが導入されてきていると考えられる。

訪問調査を行った施設の中で、グループ参加が困難な子どももあえて対象とし、暴言暴力といった

行動化などの危機的状況を想定した上で、必要かつ可能な活動を模索しながら、プログラムを構築、
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展開していく取組がなされていた。しかし、それらの行動化に対応するのは現在の情短の置かれてい

る環境では簡単なことではなく、グループ治療の有用性を認めつつも現行の体制ではグループ治療に

乗り出せない施設も少なくないものと考えられる。困難な状況の中で新しい形でのグループ治療を実

践し効果を上げている情短の経験から学び、子どもの状態に応じた様々なグループ治療の実施方法に

ついて情報共有していくことは今後の課題と言える。
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資料１　アンケート様式
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表１　個人心理治療の概況

資料２　調査結果
Ⅰ　個人心理治療
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表２　個人心理治療の構造
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表３　個人心理治療で実施している技法
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表４　特別に工夫された個人心理治療技法
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表５　入所施設での個人心理治療（利点・困難点・工夫・生活との関連性・位置づけ）
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表６　引きこもりの子どもなどと比較して、被虐待児を対象としたときの個人心理治療の困難点、工
夫、個人心理治療を実施しない場合の理由や意図
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Ⅱ　グループ治療
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表７　グループ治療の実施状況（施設ごと）
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表８　グループ療法の目的、期間、頻度、場所、時間（時間、時間帯）、対象（人数、形態、性別、学年幅）、
メンバー選定の基準、スタッフについて（人数、性別、職種、リーダー、サブスタッフ）、内容



－71－



－72－



－73－



－74－



－75－



－76－

表９　グループ治療を入所施設で実施する利点・困難点・工夫・生活との関連性
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表10 被虐待児をグループ治療の対象としたときの困難点・工夫点・グループ治療を実施しない場合
の理由や意図
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表11 追加：セラピストの勤務
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表12 追加：生活指導へのセラピストの関与

１　児童指導員と同等の関与 （セラピストも率先して指導に当たる）

２　児童指導員とほぼ同等の関与 （指導員がいない場合、１の役割をとる）

３　児童指導員の補助的な役割 （最小限の関わりをして指導員に引き継ぐ）

４　関与しない （指導的役割をとらない）
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表13 追加：情短の中でのグループ治療の位置づけ
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